
　
暮
ら
し
を
支
え
る
市
税
と
国
保
料

　
市
税
や
国
民
健
康
保
険
料
（
国
保
料
）

に
は
、
皆
さ
ん
の
暮
ら
し
や
医
療
を
支
え

る
大
切
な
役
割
が
あ
り
、
皆
さ
ん
が
公
平

に
負
担
し
て
い
ま
す
。
　

　
上
の
数
字
は
、
令
和
元
年

度
に
課
税
さ
れ
た
市
税
の
収

入
率
で
す
。
多
く
の
方
は
、

納
期
限
ま
で
に
市
税
・
国
保

料
を
納
付
し
て
い
ま
す
。

　
納
め
ら
れ
た
市
税
は
、
子

育
て
支
援
や
福
祉
サ
ー
ビ
ス
、
ご
み
の
処

理
、
道
路
・
公
園
な
ど
の
整
備
、
教
育
、

消
防
・
救
急
な
ど
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

も
し
納
付
さ
れ
な
け
れ
ば
、
市
の
財
源
が

不
足
し
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
に
つ
な

が
り
ま
す
。
ま
た
、
納
付
が
遅
れ
る
と
、

納
期
限
ま
で
に
納
付
し
て
い
る
方
と
の
公

平
性
が
保
て
ま
せ
ん
。
市
税
・
国
保
料
は
、

必
ず
納
期
限
ま
で
に
納
め
て
く
だ
さ
い
。

　
市
税
・
国
保
料
の
納
め
方

　
口
座
振
替
、
納
付
書
納
付
、
特
別
徴
収

に
よ
る
納
付
方
法
が
あ
り
ま
す
。

　
口
座
振
替
は
、
金
融
機
関
等
に
出
向
い

て
支
払
う
手
間
や
納
め
忘
れ
が
な
く
、
手

続
き
も
簡
単
で
す
。
ま
た
、
バ
ー
コ
ー
ド

付
き
の
納
付
書
は
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア
の
他
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
　
Ｐ
ａ
ｙ
、
Ｐ
ａ

ｙ
Ｂ
や
Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
で
も
納
付
（
ス
マ

ホ
決
済
）
で
き
ま
す
。

　
口
座
振
替
や
ス
マ
ホ
決
済
等
の
詳
細
は
、

納
税
管
理
課
　
25
・
５
９
１
７
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
納
付
か
ら
収
納
確
認
ま
で

　
市
で
は
複
数
の
金
融
機
関
等
に
市
税
・

国
保
料
の
代
理
収
納
を
依
頼
し
て
い
ま
す
。

納
税
者
の
皆
さ
ん
が
金
融
機
関
等
で
市
税

・
国
保
料
を
納
付
し
て
か
ら
、
市
が
収
納

を
確
認
で
き
る
ま
で
最
大
で
２
週
間
ほ
ど

必
要
で
す
。
そ
の
た
め
、
納
期
限
を
過
ぎ

て
納
付
さ
れ
た
場
合
は
、
行
き
違
い
で
督

促
状
が
届
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

納
付
の
確
認
が
で
き
な
い
期
間
は
、
納
付

時
に
発
行
さ
れ
た
領
収
証
書
が
納
付
を
証

明
す
る
書
類
と
な
り
、
領
収
証
書
が
な
け

れ
ば
納
税
証
明
書
を
発
行
す
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。
特
に
ス
マ
ホ
決
済
の
場
合
は
、

手
元
に
領
収
証
書
が
残
ら
な
い
た
め
、
軽

自
動
車
の
車
検
が
近
い
時
な
ど
は
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

市税・
国保料は
納期限
までに！

　市税・国保料を納期限ま
でに納付できない事情があ
る場合は、早めにご相談く
ださい。

※上記以外にも市税・国保料の納付が困難な方への猶予制度があ
りますので、ご相談ください。

※開庁時間内に相談できない
方のために、休日・夜間納
付相談窓口を設けています。
開設日は毎月本誌でお知ら
せしています（今月は28ペ
ージに掲載）。

　新型コロナウイルス感染症の影響により、事業や給与等の
収入に相当の減少があった方は、最大１年間、無担保・延滞
金なしで市税の納付が猶予されます。
対象　今年２月以降の事業・給与収入等が、前年同期と比べ
ておおむね20％以上減少しており、納付が困難な方
対象の市税　来年２月１日までに納期限が到来するもの
（個人市民税、固定資産税など）
申請期限　各納期限　

納税推進課
（総合庁舎２階　22番窓口）
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放置していると大変なことに…！

　市税・国保料を納期限までに納めていない方には、まず、督促
状を送付して未納であることをお知らせします。また、電話や文
書での催告や、自宅訪問などで自主的な納付を促しています。
　それでも納付されない場合は、法律に基づき預貯金や給与、不
動産などの財産を調査し、差し押さえることになります。
　督促状が届いたら、必ず目を通してください。納められない場
合は、納税推進課（　25・5980）にご相談ください。

1督促 2財産調査
3差押え

市税・国保料の
納期限を忘れて
いませんか？
過ぎてしまうと

領収証書は大切に保管してください。納付後すぐに納税証明書が必要な時は、
スマホ決済を利用せず金融機関等で納付してください！

徴収猶予の特例制度
の申請期限が近づい
ています。申請は必
ず納期限までに！

市税の徴収猶予の特例制度困った！納められない！
まずはご相談ください
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